
新しい家族のカタチを知ろう

～川崎市における里親制度の取り組み～

かわさき里親支援センターさくら



川崎市養子縁組里親フォスタリング事業受託機関

かわさき里親支援センターさくらの紹介
開 所：令和２年９月１日

住 所：川崎市多摩区菅５－２－１

開 設 日：月・火・木・金・土

（水・日・祝祭日・年末年始休み）

開設時間：９時～１７時

職員構成：統括責任者（乳児院経験者）１名

心理支援訪問員 １名

里親トレーナー １名

里親リクルーター ２名

里親等相談員 １名

※トレーナー、相談員も里親経験や

児童相談所、児童養護施設の経験者。

－委託業務内容－

・里親制度の普及啓発

・養子縁組里親のリクルート

・養子縁組里親への研修

・候補児と里親家庭とのマッチング

（候補里親リストの作成）

・養育相談支援

川崎市に居住している者のうち

川崎市の里親名簿に登録されている者

及び本市児童相談所長が措置する児童等

対象者

強み：乳児院等での豊富な里親委託、里親

支援の経験と実績



川崎市の社会的養護の現状
社会的養護を必要とする子どもは・・・

約４００人（市内児童人口約25万人）

社会的養護の担い手は・・・

乳児院 児童養護施設
ファミリー
ホーム

里親

その他
児童福祉施設

・しゃんぐりらベビーホーム
（幸区）

・至誠館さくら乳児院
（多摩区）

・新日本学園（中原区）
・川崎愛児園（宮前区）
・白山愛児園（麻生区）
・すまいる（川崎区）

・川崎こども心理ケアセンター
かなで（中原区）



川崎市における里親登録数と里親委託人数の推移
◎里親登録数

◎新規里親委託人数

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２

養育里親 ９５ ９６ ９９ １０８ １１１ １１３

養子縁組
里親

２０ ２９ ３７ ４０ ４７ ５４

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２

養育里親 １２ ５ １９ １１ １２ １８

養子縁組
里親

２ ２ ３ ６ ６ ７

◎Ｒ２年度の委託時の子どもの年齢（養子縁組）



なぜ「里親」なのか？
１．特定の大人との愛着関係の下で養育されることにより、自己の存在を受け入れら

れているという安心感の中で、自己肯定感を育むとともに、人との関係において不

可欠な基本的信頼感を獲得することができる。

２．里親家庭において、適切な家庭生活を体験する中で、家族それぞれのライフサイ

クルにおけるありようを学び、将来、家庭生活を築く上でのモデルとすることが期待

できる。

３．家庭生活の中で人との適切な関係の取り方を学んだり、身近な地域社会の中で、

必要な社会性を養うとともに、豊かな生活経験を通じて生活技術を獲得することが

できる。



安定した愛着関係が築かれると…
●人を信頼できる

→安定した人間関係の土台になる（幼稚園や学校の先生、友達関係など）。

適切に要求に応えてもらった子は、相手にも適切に自分の思いを伝えら

れるようになる。

●自己肯定感が育つ

→泣いたら応えてくれる＝自分は安全だ！という気持ちが育つ。

不安な時も、安心させてくれる存在があると、やってみよう！という気持ち

が育つ。



愛着障害とは
特定の人との愛着が形成されず、情緒や対人面に問題が起こること。

●反応性愛着障害

…5歳までに発症し、対人関係のパターンが持続的に異常を示すこと。

・養育者への安心や慰めを求める為に、抱き着いたり泣きついたりすることがほとんどない。

・笑顔が見られず、無表情。他児に興味を示さない。

●脱抑制型愛着障害

…5歳までに発症し、周囲の環境が著しく変化しても持続する異常な社会的機能の特殊的パターン。

・知らない人に対して、何のためらいもなく近づく。知らない大人に抱き着く。

・自分に目を向けて欲しいが為に、不注意や乱暴な行為に走る。



特別養子縁組とは

子どもの福祉の増進を図るために、養子となるお子さんの実親
（生みの親）との法的な親子関係を解消し、実の子として、新たな
親子関係を結ぶ制度です。

特別養子縁組は、養親になることを望むご夫婦が家庭裁判所に
請求を行い、要件を満たした場合に、家庭裁判所から決定を受け
ることで成立します。特別養子縁組が成立すると、お子さんと実父
母との法的な親族関係が終了し、お子さんと養親との間で実親と
同様の親族関係が生じます。



特別養子縁組成立の要件

実親の同意
養子となるお子さんの実父母の同意が必要。だたし、実父母がその意思を表示できな
い場合又は、実父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となるお子さんの利益を著しく
害する自由がある場合は、実父母の同意が不要となることがある。

養親の年齢
養親となるには夫婦でなければならず、夫婦共同で縁組をすることになる。また、養親
となる方は25歳以上でなければならない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳以上で
ある場合、もう一方は20歳以上であれば養親となることができる。

養子の年齢
養子になるお子さんの年齢は、養親となる方が家庭裁判所に審判を請求するときに15
歳未満である必要がある。だたしお子さんが15歳に達する前から養親となる方に看護
されていた場合には、お子さんが18歳に達する前までは、審判を請求することができる。

半年間の監護
縁組成立のためには、養親となる方が養子となるお子さんを6ヶ月以上監護しているこ

とが必要。そのため、縁組成立前にお子さんと一定の期間を一緒に暮らしていただき、
その監護状況等を考慮して、家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定することになる。



児童相談所と民間あっせん機関の主な違い

児童相談所 民間あっせん機関

養親にかかる費用 無料 数十万～数百万円

子どもの年齢 新生児～１５歳未満 新生児が中心

あっせんされる
地域の範囲

原則、児童相談所管内又は自治体内 全国

委託後の支援

乳児院や里親会が主催する地域密着型サロ
ンのほか、里親レスパイトケア制度、養育援
助制度、認可保育所入所に係る優先的取扱
いなど公的サービスが受けられる。

団体により異なる

実親と養親との交流
原則直接会うことはないが、実親からの手紙
や写真を残しておくことはある。

団体の方針によってはあり



里親になるための条件（川崎市の場合）
※川崎市在住であること。

１．要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること。

２．経済的に困窮していないこと。

３．川崎市長が行う養子縁組里親研修（養育里親の場合は養育里親研修）を修了していること。

４．里親本人又はその同居人が次の欠格事由に該当していないこと。

（１）成年被後見人又は被保佐人（同居人にあっては除く。）

（２）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

（３）児童福祉法、児童買春・児童ポルノ禁止法（児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに

児童の保護等に関する法律）又は政令第35条の5で定める児童福祉関係法律の規定により罰金の刑に

処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

（４）児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者



川崎市の里親登録手順



求める里親像

１．社会的養護の子どもたちの正しい理解
→血のつながらないハイリスクな社会的養護の子どもを戸籍に入れて一生育てる覚悟が

必要。障害がわかったとしても、途中でギブアップはできない。

２．子どものルーツの保障
→子どもが知りたい！と発信してきた時からライフストーリーワーク・真実告知を実施する。

里親側の不安を解消するためではなく、子どもの知りたい気持ちに合わせて行うという

認識が大切。



特別養子縁組の支援で大切にしていること

１．子どもの「出自を知る権利」を保障すること

例えば…生後間もない頃の子どもの写真、実親の写真、実親からの手紙など

２．実親を否定しないこと

実親を否定したり悪く言ったりすることは、子どもを否定することにつながる。

３．真実告知

子どもの理解度に合わせて、「生んでくれた人がほかにいること」「生んでくれた人には

いろいろな事情があって育てることができなかったこと」「私達はあなたを育てることを

心から望んで家族に迎えたこと」をポジティブに伝えていく。



センター開所からの実績 （R2.9～R3.8月末）

○リクルート～養成

・新規問い合わせ・・・６３件

・制度説明会（１回）・・・８組１６名

・個別説明会（随時）・・・３６組７２名

・啓発イベント（１回）・・・１１組２２名

→以上のうち、約８割が登録のための面接へ進み、

そのうち約３割が登録前研修へ進む。

○アフターフォロー

・個別相談 電話・・・２６件

メール・・・１３１件

来所・・・６件

・家庭訪問・・・４８件

・縁組ひろば さくらんぼ（４回）・・・計１８組

パパ会（３回）・・・計１６名

○未委託家庭支援

・相談・・・３件 ・家庭訪問・・・３件



アフターフォローの実際①
✿養育相談✿

【内容】・お子さんの養育（体調、離乳食など）に関すること
・お子さんの発達に関すること
・育児の悩み、不安、心配事
・真実告知、ライフストーリーワークに関すること など

【方法】 電話、メール、LINE、センター来所、家庭訪問

社会福祉士や保育士、心理士などの専門職がチームとなって支援します！



アフターフォローの実際②
✿縁組ひろばの企画・開催✿

・さくらんぼ🍒
養子縁組里親さん同士のつながり、子ども同士のつながりがもてる機会
として、年に数回、企画・開催しています。

・パパ会
里父同士のつながりの場としてパパたちで会を運営しています。
パパならではの悩みを語り合ったり、我が子自慢をしたりしています。

・フォローアップ講座
お子さんの委託を受けた後のフォローアップとして講座を開催しています。

令和３年度は・・・
「こんな時どうしてる？－保育園・幼稚園・小学校生活の情報交換―」
「子どもの発達が心配？－子どもの子育てノウハウ―」
「特別養子縁組里親のための真実告知の進め方」 など



かわさき里親支援センターさくらは、より多くの方が里親制度を理解し、

それぞれの立場で、子どもを尊重し、支え合う社会づくりをめざし、活動しています。





川崎市の里親制度問い合わせ先

※川崎市以外にお住まいの方は、各自治体のホームページなどをご覧ください。 自治体名 里親制度



ご清聴

ありがとうございました。


